
◦◦◦◦国・地方公共団体の取組紹介
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中途換金が可能な期間（イメージ）

購入
回数

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

８回

９回

10回

経過年数 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年

１回目購入分の保有期間

発行

２回目購入分の保有期間

３回目購入分の保有期間

４回目購入分の保有期間

５回目購入分の保有期間

６回目購入分の保有期間

７回目購入分の保有期間

８回目購入分の保有期間

９回目購入分の保有期間

10回目購入分の保有期間

満期 中途換金の対象期間

中途換金の対象外期間

購入
↓

②２回目から10回目に購入した
債券の場合で、発行から２か
月以内の中途換金額のお受取
はできません。

①原則１回目購入分のマンショ
ンすまい・る債が発行されて
から１年以内の中途換金手続
はできません。

③満期償還となる年（発行から
10年後）の２月に中途換金額
のお受取はできません。

マンションすまい・る債は、修繕工事等のための中途換
金が可能です。
ただし、次の期間は中途換金の対象外となります。

①原則１回目購入分のマンションすまい・る債が発行されてから
１年以内

②２回目から10回目までに購入した債券で、発行から２か月以内
③満期償還となる年（発行から10年後）の２月

詳しくは、次をご覧ください。

保有する債券を中途換金する場合は、中途換金の意思確認の方法に応じて、必要書類の提出を
お願いします。

中途換金手続について

◦◦◦◦住宅金融支援機構からのお知らせ
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中
途
換
金
希
望
月
の
前
月

中
途
換
金
希
望
月

マンション管理組合 住宅金融支援機構
（又は みずほ銀行（事務受託銀行））

【毎月15日まで】 【毎月20日まで】

【10日（銀行休業日の場合は直前の営業日）】

中途換金額及び経過利息の振込み
所定の期日に、中途換金額及び経過利

息をご指定の口座にお振込みします。
＊振込口座に変更がある場合は振込
口座の変更の届出をお願いします。

中途換金額及び経過利息の受領

中途換金には、機構による審査及び承認が必要です。審査の結果、ご希望の月に中途換金ができない場合があ
りますので、ご了承ください。
なお、マンションの緊急の修繕工事等、やむを得ない事情により債券を中途換金する必要がある場合は、初回

債券発行日から１年以上経過していなくても中途換金できる場合がありますので、個別にご相談ください。

ご
注
意

！

中途換金の意思確認の方法として
「２ 会計担当役員等の方へのお電話による確認」を選択した場合のみ

必要書類の送付
＊15日までの消印が必須です。

必要書類の受領
＊20日までに到着し、不備がないことが必須
です。

中途換金の意思確認の方法及び必要書類
中途換金の意思確認の方法として、次のいずれかを選択いただけます。

それぞれ次の必要書類を、毎月15日までにみずほ銀行（事務受託銀行）に
ご送付ください。意思確認後、中途換金の手続を進めます。
１ 中途換金の意思確認に係る書類の提出
【必要書類】 ①「債券買入請求書」

②「積立手帳」
③中途換金の意思、中途換金額及び中途換金の理由が確認できる書類
（総会議事録や理事会議事録等）

２ 会計担当役員等の方へのお電話による確認
必要書類の受領後、代表者の方（理事長等）以外の会計担当役員等の方に対し、機構

からお電話で中途換金の意思を確認します（中途換金額等の確認）。なお、中途換金の
理由によっては、総会議事録や理事会議事録等をご提出いただく場合があります。
【必要書類】 ①「債券買入請求書」

②「積立手帳」

「買入計算書」及び「積立手帳」
の受領及び保管

「買入計算書」（中途換金額等を記載
した書類）及び「積立手帳」の送付

＊積立手帳は、ご応募いただいた年度に機構から送付する積立用書類に同封している書類です。

（会計担当役員等の方から）ご回答 機構から会計担当役員等の方へ連絡

中途換金のスケジュール
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中途換金の単位等
中途換金は必ず１口（50万円）単位で行います。

50万円未満の中途換金（例：30万円）や50万円未満の端数が付いた中途換金（例：170万円）
はできません。

中途換金が可能な金額
中途換金を行う時点で保有する債券の残高の範囲内であれば、一部でも

全部でも中途換金が可能です。

中途換金の回数
購入した債券を複数回に分けて中途換金することも可能です（回数に制

限はありません。）。ただし、同じ月に中途換金を行うことができる回数
は１回のみです。

中途換金額は購入した債券１口（50万円）に対し50万円です。
また、これに加えて、中途換金を行う直前の利息の受取日の翌日から中途換金時までの期間に

応じて算出した経過利息（月割）をお支払します。
なお、課税は経過利息に対してのみ行われ、課税の取扱いは源泉分離課税となります（経過利

息は所得税及び復興特別所得税の合計15.315％（2025年1月末日現在の税率）相当額を差し引
いてお支払します。）。
※今後の税率等は、変更される可能性があります。詳しくは、最寄りの税務署等にお問合せ

 ください。

中途換金額及び課税

手数料
手数料はかかりません。

中途換金が可能な金額と一部中途換金する債券
の順序については、次ページに例を記載していま
す。併せてご確認ください。

一部中途換金する債券の順序【継続購入している場合】
一部中途換金の場合は、中途換金を行う債券は、積立手帳ごとに購入時

期が古い債券からの順番となります（購入時期が新しい債券を指定して中
途換金を行うことはできません。）。
残高の一部を中途換金した後の残りの債券については、その後、修繕工

事のために再度中途換金を行うことや、満期まで保有することが可能です。

中途換金のポイント①

１

２

３

４

５

６

◦◦◦◦住宅金融支援機構からのお知らせ
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（例）毎年30口（1,500万円）ずつ継続購入している積立組合が、修繕工事
のため１回目の購入から３年半後に、50口（2,500 万円）の一部中途
換金を行う場合

購入
回数

１回

２回

３回

４回

５回

３年半
中途換金
実施

経過
年数 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 10年 11年 12年 13年 14年

合計：50口（2,500万円）

３回目購入分の保有期間

４回目購入分の保有期間

５回目購入分の保有期間

２回目購入分の保有期間

中途換金のポイント②（例）

① 中途換金額が可能な金額
中途換金する時点での残高は、

30口（１回あたり購入口数）×４回（購入回数）
＝120口（6,000万円）となります。

この残高の範囲内で、１口から120口まで
（50万円から6,000万円まで）の中途換金が可
能です。

② 中途換金する債券の順序
購入の時期が古い債券から中途換金を行う

ため、今回中途換金する50口（2,500万円）
の内訳は、１回目の購入分の全30口（1,500
万円）と２回目の購入分のうち20口（1,000
万円）となります（中途換金する債券の指定
はできません。）。
なお、中途換金時には半年間（直前の利息

の受取日の翌日から中途換金時まで）の経過
利息（月割）も含めてお受取いただけます。

30口
（1,500万円）

20口
（1,000万円）

２回目購入分の残りの10口
（500万円）は、満期まで保有
していただけるほか、必要であ
れば再度中途換金が可能です。

③ 中途換金後の継続購入の取扱いについて
５回目以後も継続購入が可能です。

半年
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登録内容の変更手続
代表者の方の変更など、積立組合から届出いただいている内容に変更が生じた場合は、その都度

変更届を速やかにご提出いただく必要があります。

次の事項に変更があった場合は、変更手続が必要です。
１ 代表者（代表者の氏名・住所）
２ 積立組合の名称・所在地
３ 管理会社等の連絡先
４ 元利金自動振込先口座
５ 届出印

≪手続の流れのイメージ≫

代表者の変更に際し、元利金自動振込先口座の名
義に代表者名が登録されている場合は、元利金自
動振替口座の名義変更が必要です。

≪必要書類の送付≫
• 変更手続に必要な書類をみずほ銀行（事務受託銀行）にご送付ください。
• 「登録内容の変更届出書」の作成に当たっては、Excelファイルへの入
力による「登録内容の変更届出書（Excel版）」のご利用をお勧めしま
す。

• 機構ホームページからダウンロードした手書き用の書式に必要事項をご
記入の上、手続することも可能です。

• 郵送に当たっては簡易書留郵便など配達状況が確認できる方法により確
実に送付していただくことをお勧めします。

• 変更手続の内容により、積立手帳・管理規約等の必要書類が異なります
ので、詳しくは機構ホームページをご確認ください。

〈機 構〉 〈積立組合〉 〈みずほ銀行〉
（事務受託銀行）

代表者等変更手続
完了のお知らせ

変更手続に必要な
書類の送付

書類の確認

変更内容の報告

ＳＴＥＰ❶

ＳＴＥＰ❷

ＳＴＥＰ❹

ＳＴＥＰ❸

事務委託

〈機構ホームページはこちら〉

◦◦◦◦住宅金融支援機構からのお知らせ
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◦◦◦◦住宅金融支援機構からのお知らせ
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マンション
管理組合
の代表者

機 構
・受付及び登録内容のお知らせ
・積立用書類
・発行通知書
・利払通知書
・残高証明書
・満期償還金支払通知書
・登録内容の変更手続完了のお知らせ
・認定状況に関する申出書※１

マンション
管理会社

書
類
の
共
有
等

機 構
・マンション情報BOX※２
・その他

みずほ銀行（事務受託銀行）

・買入計算書

【送付先を指定した場合のイメージ図】

※２ マンション情報BOXについては、マンション管理組合あてに送付します。

「送付先指定（変更・中止）依頼書」については、二次元バー
コードからExcel版・手書き版ともにダウンロードすることができ
ます（次ページの書式をコピーしていただくことも可能です。）。
作成にあたっては、記入が簡易なExcel版をオススメ
しております！

（ダウンロードはこちら！→）

※１ 認定すまい・る債をご利用の場合のみ

送付先指定について
住宅金融支援機構等から送付する書類は、あらかじめ届け出られたマンション管理組合の代表者の

方（理事長等）あてに送付しますが、「送付先指定（変更・中止）依頼書」をご提出いただくことに
より、送付先をご担当の管理会社に変更することができます。

送付先指定を行うことで、書類の送付先をご担当
の管理会社に変更することが可能です。
管理会社に書類を転送する手間をご負担に思われ
ている方、書類の紛失がご心配な方にオススメで
す。
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独立行政法人住宅金融支援機構　住宅債券事務センター　
〒112-8570 東京都文京区後楽１丁目４番10号　TEL:03-5800-9479

記入日：西暦　　

独立行政法人住宅金融支援機構　殿

下記１の積立組合名義の住宅金融支援機構債券（マンションすまい・る債）に係る諸通知等に
ついては、事務処理の都合により、下記２で指定する送付先へご送付いただきたく、本書をもっ
てご依頼申し上げます。なお、依頼に当たっては、末尾記載の条項を承認いたします。

記
１　申請者（積立組合）

TEL：（ ） （ ） （ ）

２　送付先とする管理会社の住所等
（送付先指定の中止（「管理会社」→「積立組合」に変更）の場合は記載不要）

TEL: （ ） （ ） （ ）

(承認条項)

マンションすまい・る債に係る通知等の送付先を変更したい場合にのみご使用ください。
送付前に必ずコピーを取り、大切に保管してください。

書類送付先
お問合せ先

年 日

送付先指定（変更・中止）依頼書

積立組合番号（３で始まる６桁の番号）
【取得していない場合は記載不要】 3

月

積立組合名

（フリガナ）

依頼内容（該当する
項目に○印をつけてく
ださい）

新規登録（「積立組合」→「管理会社」に変更）

変更登録（「管理会社Ａ｣→「管理会社Ｂ｣、｢管理会社Ａ（支店）｣→｢管理
　　　　　 会社Ａ（本部）」等に変更）

送付先指定の中止（「管理会社」→「積立組合」に変更）

対象とする書類【いずれかに○印をつけてください】
（マンション管理情報誌「マンション情報ＢＯＸ」及び機構か
ら送らせていただく情報提供に関する書類は対象外であり、積
立組合あてに直接送付します。）

　全ての書類

　残高証明書及び買入計算書のみ

－

代表者氏名
届出印

代表者住所

〒 －

（部屋番号まで記入してください。）

送付先
（管理会社名）

（管理事務室・管理事務所を送付先とすることはできません。）

担当部署名

送付先住所等の
連絡先

〒

代表者連絡先 －

担当者名

区・市
郡

都　道
府　県

区町村名
番地

－ －

－

・本件について万が一将来紛議が生じましても、機構及び事務受託銀行は責任を負わないことを確認します。

・送付先に変更があった場合は、直ちに変更後の内容を本依頼書と同様の方式により依頼します。ただし、合併等

・本依頼書の提出に当たっては管理会社の了解を得ていることを確認します。

・本依頼書受領後、システム反映が完了するまでの間は変更前の送付先に届く可能性があることを了承します。

送付したことにより積立組合が負う損害等）について、機構及び事務受託銀行は責任を負わないことを確認します。

・依頼を行わなかったことにより生じた損害（送付先の変更依頼を機構に届け出ておらず、機構が第三者に書類を

が把握した際は、積立組合への確認を行わず、機構が把握した送付先に書類の送付先を変更できるものとします。

による管理会社名の変更や管理会社の事務所移転等により、送付先とする住所等について変更が明らかであると機構

◦◦◦◦住宅金融支援機構からのお知らせ
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届出印
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【重要】送付先指定にあたってのお願い及び留意事項

１

２

３

４

５

６

７

8

送付先指定手続にあたっては、送付先として指定するマンション管理
会社の了解を得ていただくようお願いします（管理事務室・管理事務所
を送付先とすることはできません。）。

届出内容（送付先及び送付先住所）に変更があった場合には、直ちに
変更後の内容を「送付先指定（変更・中止）依頼書」により届出くださ
い（管理会社の担当者のみ変更となる場合は、ご提出いただく必要はあ
りません。）。

指定できる送付先は、１つのマンション管理組合につき１箇所です。

同一のマンション管理組合が債券を複数購入している場合においても、
一度の送付先指定手続により、全ての債券に係る送付先が変更となります。

過去に債券を購入された（残高のある）マンション管理組合の場合も、
新規にご応募いただく際は、「積立申込書兼送付先指定依頼書」の送付
先指定欄に、必要項目を記載してください。

送付先を指定する対象書類については、「全ての書類」又は「残高証
明書及び買入計算書のみ」の選択が可能です。

送付先変更の手続完了に関するお知らせはお送りしませんので、書類
の到着をもってご確認ください。

ご提出にあたっては、「本件について万が一将来紛議が生じましても、
機構及び事務受託銀行は責任を負わないことを確認します。」等につい
て承認いただきます。詳細は「送付先指定（変更・中止）依頼書」の
「（承認条項）」をご確認ください。

◦◦◦◦住宅金融支援機構からのお知らせ
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